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第
十
六
#

(

ニ
六
八)

：
雜
：

錄

：
中
顒
埒
國
財
政
の
蹩
理
.

而
も
無
所
规
代
表
者
が
獨
立
論
か
ら
脱
し
た
の
で
第
至
れ 

ニ
囘
大
會
に
はi

二
十
七
名
、
::
第
1
ー
_

大

命

に

は

三

十

一

一
 

.名
の
代
表
者
が
彼
等
の
決
議
に
«
双
し
た
に
過
ぎ
な
か 

っ
た
0 (

未
完
V

-

桀
八
驢

1 

U

O

中
華
民
國
財
政

任

第U

葷

我

國

財g

紊
亂
の
原
因

第

1

節

，內
政
の
不
統
一
'パ

、我
_

に
於
て
，は
.民
阈
成
立
以
來
，：

舊
制
已
に
破
*
せ

ら
れ
て
、
完
爝
な
ぐ
、
新
制
來
だ
樹
立
せ
ず
、
中
央
政

庇
の
某
礎
動
搖
し
て
、
.地
方
#:
軍
の
.權
ヵ
往
々
中
央
政

府
を
«

し
、
政
今
國
内
に
出
で
す
、
殊
に
近
年
群
雄
割

據
1

彩
^

連
綿
し
て
絕
ぇ
ず
い
;«
政
系
統
十
中
八
九 

破

®

せ

ら

れ

、

其

結

果

私

の

如

き

大

な

る

弊

憨

起

る

に

ぐ

i

|
I

財
務
行
政
機
關
の
樹
雜
i l

不
統 

一
f
 

軍
赀121

大
な
る
こ
^
、

國
苻
錁
逍
か
初
め
政
府
祺
粼
の
双
入
の
如
き
、
政
^
と
兵
亂
の 

爲
め
|-
:

诚
败
せ
ら
る
、
こ
ミ
龄
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
多
く 

地
方
!:

盜1
;

へ
ら
る
、
こ
と
、
：
，

四
、
粗
税
收
入
背
座
敗
入
等
It
、
；龄
ん
ど
金
部
地
方
1:
流
;«
せ
ら
れ
II 

地
方
の
中
央
|:
送
納
す
べ
杀

「

解
欵」

杜
絕
せ
ら
れ
"

中
央
政
府 

か
し
て
財
政
の
調
劑
に
前
し
、
借
欵
|:
依
籾
ぜ
ざ
れ
ば
、
，
政
府 

か
支
神
す
る
能
は
ざ
る
悲
境
|:
胳
ら
し
む
る
、
；

2
、

五
、
財
政
e

l
例
i

蓮

I

制
肇
I

不
可
能
I

、

ノ

X 

: — 
：
 

. 

: 

:
:
.
. 

, 

,

」

.

六
*

地
方
’

の
取
人
宴
等

.

，：
蹲

k

财
‘

搜s

し
、
税
傾
か
泅

2

 

.

し
む
る
こ
と
、

七
、
國
传
安
ん
じ
ャ
_

1

1

_す
孟
は
す
し
X
、：

蟲

嘉
 

し
、
税
源
は
=
|:
消
姆
す
名
こ
と
1 

!
;

'
八
、.地
方
の
¥
设
畏
背
恣
1
1
.內外
愤
^
惜
.入
^
る
こ
と
、

EI
-
1之
觀
之
、
內
政
の
不
統
一
は
芷
に
.财
政
を
紊
亂
せ 

し
む
る
1
大
.原
因
な
>

0

:

第
二
節
財
政
に
於
け
る
秧
序
の
不
確
立 

我
國
の
財
政
當
局
は
S
，財
政
に
對
し
て
秩
序
な
し
、

計
®
な
し
、
收
入
ぁ
れ
ば
、
la
に
濫
#
し
て
餘
す
所
な 

く
、-
收
入
な
け
れ
ば
、
必
要
ば
る
國
務
も
亦
之
を
閑
却 

U
:て
脑
慮
せ
す
、
筋
乏
遥
迪
其
極
_に
.達
ぜ
ば
、
'借
欵

, 

倚
賴
し
姑
息
な
る
彌
縫
策
を
以
て
、

極
言
す
れ
ば
我
國
財
政
^

屈
は
、
何
等
餅
究
な
く 

欵
を
以
て
能
事
S

し
、
®

欵
に
：長
ず
れ
ば
、，
最
も
財
政 

.常
厨
に
；適
仟
ご
し

、

其
職
務
は
9:
1

納
係
ビ
何
等
異
な
る
 ヾ

を
知
ら
♦

ノ
財
政1

^
-
®

の
ぬ
納
機
關
に
じ
て
、
輝 

財
の
機
關
に
非
ざ
る
な
り
、
h

斯
ぐ
の
如
ぎ
人
物
斯
く
の 

如
き
機
關
に
、
國
家
肝
要
な
る
財
政
を
委
す
る
は
"
其 

危
險
镫
に
测
る
べ
け
ん
や
。

:

:

:/
;
;:
;
::
箜

豫

箅

制

度

の

睛

却

_ .

我
®

政
府
は
、
豫
»
を
直
耍
視
せ
ざ
る
も
の
な
り
、.

且
つ
民
國
成
立
以
來
掷
三
の
政
變
起
り
た
る
が
故
に
、

豫
箅
を
編
成
し
得
.
介
る
は
、
僅
に
ニ
フ
三

過
ず
中
、
.加
ふ
る
に
此
等
の
豫
算
に
表
は
れ
た
る
數
字

は
、
頗
る
杜
撰
不
疋
確
に
し
で
、
信
す
.る
に
足
ら
ざ
る

を
も
他
に
流
用
し
、
_反
.つ
て
疋
當
の
)1
;]
銥
を
願
み
す
、 

财
政
ビ

稱
す

る

も
、_ 
.«

は
.
.ニ
S

の
濫
帳
に
過
ぎ

さ

る
な 

り
。
斯
く
の
如
き
豫
算
な
き
國
に
對
し
て
、
財
政
の
紊 

亂
せ
ざ
る
Z

マ

」

を
望
む
は
、
.不
可
能
な

:

m

®節
中
央
財
政

$
i-
!
L方
財
政
^
の
關
係 

.

紛
亂
'

.

我
國
の
行
政
組
織
は
、
地
方
分
權
に
偏
せ
-
^
然
る 

に
地
方
自
治
刺
度
未
だ
發
達
せ
や
、
國
家
行
政
ビ
地
方 

行
政
^
の
劃
然
た
る
限
界
な
し
、
國
家
稅
X
地
方
稅
ビ 

の
區
分
無
し
、
中
央
收
入
皮
地
方
收
入
ビ
の
關
係
は
*

第
八
號
ニ
ニ

，‘

第
十
六
溜

(

ニ

六

九

'

雜
 

'
錄
中
華
民
國
財
政
の
整
理 の

み
な
ら
t
、
又
述
部
政
举
絕
え
す
、
內
治
不
統 

一
y 

る
に
ょ
り
,

實
施
す
る
こ
ご
な
か
り
き
、
®

す

る
に

典 

^

等
の
豫
箅
は
、
畢
竟
一
の
形
式
に
過
ぎ
す
し
て
"
染
し 

ー
時
を
麵
塗
す
、

'■
て
菩
國
の
.歲
出
歲
入
.の
賞
数
幾
何
"
各
省
e
中
央
と
の 

?
借
：I:

經
费
分
配
如
何
、
：用
途
の
正
確
な
b
や
否
や
等
は
"
皆 

不
明
の
內
に
終
り
セ
國
民
の
財
政
に
對
す
る
監
營
の
道 

"

無
し
、且
政
府
我
儘
勝
手
を
振
舞
a
、指
定
し
れ
る
經
費



挑

十

六

卷

(

一
一
七
0)

::
雜

'
錄

中

_

思
國
财
政
の
.螌
理

■:
だ
紊
亂
せ
6
,
0之
を
詳
#
す
れ
ぼ
、
近

年

各

省

は

中

央
5 

政
府
の
許
.可
を
經
中
し
て
，
，!:
•
!
_か
ら
內
外
偾
の
慕
集
、
. 

貨
幣
の
鋳
造
、紙
幣
の
發
行
を
敢
へ
て
し
"
國
家
財
政
を 

し
て
益
々
紊
亂
せ
し
む
る
に
至
れ
り
、
：
中
*
經
費
の
支 

辨
は
主
に
地
方
各
潘
の
財
政
に
餘
裕
t

場
合
之
を
中 

央
に
送
鈉
す
る
所
謂「

解
欵」
に
依
賴
し
、
中
央
直
楼
收 

入
は
僅
に
咖
稅
«

桃
等
あ
る
の
：み
、：
近
年
之
に
風
す
べ 

き
稅
!§
!
漸

次

增

觚

し

、
民

國

八

年

度

歲

入

激

篇

に

於

:̂
;
、
：

關
稅
鹽
稅
の
外
、：
印
紙
稅
滅
酒
桃
、
：
典
酒
公
賣
耽
、蘇 

酒

，牌

照

稅

、

契

税

，

牙

桃

：、

_

桃
、';
-
'
屠
宰
桃
及
び
牲
^

:

桃
を
中
央
直
接
收
人
税
ll
i

w
し
：て
列
擧
せ
る
も
、
此
等 

0
直
接
收
入
の
中
菸
酒
公
資
收
入
は
、
中
央
直
轄
の
官 

著
ょ
6

微
收
し
/
他
は
地
方
各
省
に
於
て
收
納
の
上「

中 

央
愚
歎
^

し
て
中
央
に
送
附
す
る
こ
S
ヾ

」

し
、
而
し
て 

各
省
往
々
滞
納
す
る
こ
^
あ
る
が
故
、
中
央
の
實
際
收 

入
：は
*
算
に
比
し
て
減
に
少
細
に
止
ま
れ
り
。
又
田
«

貨
物
a

、.
正
雜
务
®

、

正

*

各

损

に

屬

.す

る

諸

税

に

至

第
八
®

r

r三

,'
. 

り
て
は
皆
地
方
各
遒
の
徵
收
に
歸
し
、
各
省
の
«
费
を 

支
辨
せ
る
後
㈣
⑽
裕
ぁ
れ
ば
1

»欵」

の
形
式
を
以
て
中 

央
に
送
納
し
、
不

足
:*
れ
ば「

協
欽j

の
形
式
を
以
て
、
 

中

央

ょ

り

協

助

を

仰

ぐ

乙

で

」

、
し

、

而

し

て

歷

來

各

S
 

ょ
り
中
央
に
送
附
すv

き
解
欵
實
收
額
は
常
に
豫
算
额 

の
下
に
在
り
、
^

に
近
年
の
如
き
は
ヽ
政
變
相
繼
ぎ
、
 

北
京
政
府
の
威
嚴
乏
U
き
結
果
、
頻
に
送
欵
を
電
命
せ 

.る
も
、
各
省
は
命
令
に
從
は
ざ
か
の
み
な

ら
す
、
又
珙 

省

は

中

央

に

向

つ

て

_

政

上

中

央

の

援

助

を

强

請

し

、 

街
急
の
電
日
2
1ぁ
6

て
±

む
こ
S
な
し
、
中
央
庇
に
：
 ̂

入
す
ベ
§
;J
r
rな
く
、唯
だ
外
«

に
仰
ぎ
て
、
以
て
典
生
命
. 

を
維
持
す
る
上
に
、
又
地
方
0
耍
求
に
應
す
る
を
以
て
、
，
 

外
偾
に
依
賴
せ
f

能
は
ず
> 
勢
ひ
全
國
の
收
入
を
®
 

て
悉
く
外
偾
の
利
息
に
充
つ
る
の
止
む
を
得
ざ
る
な 

な
、
斯
く
の
如
く
財
政
上
中
央
の
統
«

權
は
殆
ん
で
地
. 

に
掃
ひ
、
其
財
政
の
素
亂
R
陷
れ
る
は
當
然
の
败
な
り

:

'

饬

五

節

a
桃

系

統

：の

不

完

全 

-

ヾ

我

阈

は

從

來

粗

桃

系

統

を

有

せ

中

、
間

接

稅

の

過

:®
、 

惡
稅
：の
滋
生
等
の
關
係
，に
1'
り

"
_
貧

富

の

負

擔

は

公

平
 

を
失
：ひ
、
平
均
の
»

»
は
輕
し
ヒ
雖
，も
，
；農
工
商
民
を 

し
て
_

«
せ
し
め
、：

而
し
て
各
國
に
於
て
行
は

る

>
15
1 

稅
は
、
皆
惡
桃
繁
重
に
し
て
？
：说
ヵ
疲
弊
せ
る
が
故
、
 

普
<
施
行
す
る
こ
ど
.能
说
中
、
::
財
政
當
局
は
畏
難
苟
安
：
 

を
以
て
斯
と
爲
し
、
II
I
大
な
る
'興
革
は
敢
へ
て
せ
す
、
 

難
金
の
撤
廢
す
べ
き
は
多
年
の
朝
野
ー
致
の
主
張
な
る 

に
拘
ら
ず
、
今
H

に
至
る
も
"

猶
未
た
實
打
せ
す
、：
斯 

く
の
如
く
に
し
て
、
財
政
の
紊
亂
に
至
れ
る
は
、
免
か
.
. 

れ

ざ

る

事

な

^
'
。

1

:
.
:第
六
節
：
國
偾
負
擔
の：

過

重

.

.
て

：
 

抑
々
我
_

は

、
：
前

淸

時

代

，に

.在
り
て
、
.中
日
戰
領
及 

び
刚
_

事
變
の
爲
め
、：
巨
萬
0
外
债
を
起
し
、
財
政
^
 

莫
大
な
る
負
擔
を
加
へ
、
遂
に
後
年
財
政
紊
^

の

r

大 

:原
因
S

な
f

ビ
雖
も
、
何
楚
れ
臨
時
非
常
事
變
の
爲

め
巳
む
を
得
ざ
る
に
係
り
、
求
♦た
外
偾
に
依
賴
せ
ざ
れ 

ば
、.
經
常
费
を
支
辨
す
る
.〕

^
能
は
ざ
る
難
境
に
茧
ら 

す
、
近
'年
に
至
り
て
、
內
亂
政
變
熄
唆
す
、
綱
紀
地
に 

墜
ち
"

歲
入
涸
涡
せ
る
上
に
歲
出
遽
增
し
、
是
に
於
て 

か
借
欵
を
以
て
，財
政
の
困
難
を
救
ふ
唯
一
方
法
£
し
、
. 

借
欵
成
立
す
れ
ば
"

直
P

濫

费

し

"

又

他

の

偕

欵

の

成 

立
を
謀
る
の
情
態
す
爲
り
、
-:
或
は
外
偾
元
利
の
偾
還
资 

金
を
普
通
行
政
費
に
流
用
し
、
：又
或
は
中
央
及
び
地
方 

.官
署
，
外
商
ょ
り
購
入
せ
る
®
器
機
械
其
他
物
品
代
價 

の
支
拂
を
延
滯
す
る
の
結
朵
、
之
に
利
息
を
附
し
て
、
 

短
期
借
欵
に
變
形
し
、
期
限
到
來
す
れ
ば
、
K

に
延
滯 

利
息
を
加
算
し
て
，、
新
な
る
借
欵
に
改
む
ろ
等
西
方
彌 

，縫
手
段
を
盡
し
て
至
ら
ざ
る
無
き
狀
態
«

り
> 
且
其
の 

提
供
せ
る
擔
保
の
如
き
も
、
初
め
：比
海
關
税(

徽
金
及
，
 

;

び
.舊
關
桃
の1

部
分)

：
鹽
桃
を
以
て
し
、
次
.で
.
地

方

主 

.要
な
る
租
稅
の
一
部
、
®

要
な
る
：國
家
事
槳
、
國
有
财 

產
等
凡
て
を
借
欵
の
擔
保
に
供
し
、
剩
す
所
戍
唯
地
.租

第

十

六

港(

ニ

七

I
〕

雜
.

錄
中
華
段
國
财
政
：の
盤
：理

第
八
踩

1

 

ニ
3



第
十

S

 

(

ニ

七
5

雜
'

錄

中

華

民

_
財
政
の
螫
理

 

第

八

跳

r

g

あ
.る
の
'み
な
り
ノ
借
徵
の
滌
件
に
至
&

て
は
、
苛
酷
至
段
國
成
立
以
來
、
政
變
難
々
起
り
、阈
带
已
ま
ざ
る 

::
,

.ら

.

w

る
所
な
し
、
利
率
の
如
き
®

分
、：
四
分
五
獠
、
五

が

故

に

、
中
央
及
ひ
地
方
の
邨
隊
益
々
增
加
し
、
.民
國 

分
、
七
分
、
八
分
ょ
ぅ
漱
く
|

_
以
上
に
至
&
、別に九年

2

九
ニ
〇
>
の
調
鸾
に
ょ
れ
ば
約
四
士
ー
師
、
各 

::
割
引
及
芋
數
刺
ぁ
ト
、

®
芾
酷
實
に
驚
く
べ
き
も
の
ぁ
.

秫
旅
W

五
、
步
兵
騎
英
随
ニ
六
、
其
他
雜
取
四
西
八
和 

り
.、
啻
に
外
偾
の
み
な
ら
ず
、，■
內
偾
に
：於
て
名
、
擔
保
一
餘
營
、
合
計
兵
數
西
四
十
萬
に
達
し
、
縱
令
內
飢
な
し 

を
提
供
し
、
利
息
^：
重
く
し
で
、
«

々
.の
礙
待
條
件
を1

.̂'
:

雖
も
、
尙
每
年
三
億
の
狻
吳
费
を
a?
す
、
況
ん
ゃ
年 

附
加
せ
ト
、
借
欵
の
用
途
如
何
ど
.謂
ふ
に
、
'
彼
の
飛
行|

々
南
北
對
峙
し
、
相
互
に
干
戈
を
以
て
見
え
、
其
直
接 

:機
偎
欵
^

沄
ひ
フ
無
線
馏
信
借
欽
ど
云
ひ
、.
京
歌
水
災
.：|

間
接
：0
損
失
幾
何
な
る
や
を
知
ら
ざ
.る
に
於
て
あ
や
、
，

猫
欵
で」

云
ひ
、
實
業
借
欵

^

沄
ひ
、
名
は
.美
な
れ
ど
も

.

\

民

國

八

年

度
: *

算
案
に
就
き
て
、
歲

出

總

额

に

對

す

；
：
 

實
は
政
费
跟
费
に
濫
; [
•

]

し
、

少
數
の

^

間
官
班
の
私
股
：

る
| ^

軍

费

約

四

五

割

に

當

り
. >

其
の
過
大
な
る
、
實

に
:

:

:

 

を
肥
す
の
み
、
外
偾
の
外
，に
又
種
々
な
る
內
國
公
偾
ノ

 

'

驚
く
可
き
も
の
な
る
が
、
其
支
出
せ
る
軍
費
は
、
象

海

,

■

市

中

銀

行

の®

利

貸

あ

り

、

名
H

繁

多
.
枚擧するに違案の数字に止まらず

"

實

際

はK

に
E

額

に

達

せ

る: 

な

し

、
：
，
斯

く

の

如

く

11

し

：て_

家
の
信
用
眈
に
地
に
掃\

も
の
次
^

\

、
且
つ
箪
隊
の
慕
動
を
顧
慮
す
る
が
爲
め
、
：

;

ひ
：、
''
每

年

負

擔

の

利

息

は

莫

大

な

^

额
に
達
し
フ
國
家
：：
他
の
重
要
な
る
政
務
を
嚀
业
す
る
も
、
取
1

支
拂
の
延 

則
政
を
し
て
紊
亂
收
枪
す
可
か
ら
ざ
る
，に
至
ら
し
む
る
滯
を
敢
へ
て
せ
ず
、
难
费
の
過
重
は
芷
に
財
政
紊
亂
の 

は
怪
し
む
に
足
ら
す
ど
謂
ふ
べ
し
;°
: 

、'■
一
 

大
原
因
な
り

0

第

七

節

軍
S

の
過

®

 

.
第
八

.

節
，

.

玫
費
の
濫
用
：

我
國
古
來
ょ
り
、
國
，家
の
歲
出
入
は
軍
に
官
班
‘か
出
1 

己
の
因
分
嚴
を
以
て
入
^
ょ
り
收
入
を
徵
收
し
、
同
じ 

ぐ
韵
己
の
任
意
に
之
を
支
辨
す
る
に
止
ま
り
、
殊
に
民 

國
元
举
以
來
、
常
局
は
其
故
轍
を
改
め
ざ
る
の
み
な
ら 

ず
v
:
:lc
に
公
f

濫
費
じ
、
囊

に

耽
分
，
.

觉
利
斯
浦 

の
芄
西
萬
磅
、
善
後
大
惜
欵
の
ニ
千
五
西
萬
磅
等
の
如 

く
"
:茁
式
總
統
選
擧
锻
、
帝
制
運
動
嫂
、
洪
懑
帝
政
響 

備
費
等
に
消
耗
す
る

4

0

の
多
し 

> :

又
連

年
政
治
問
題
0' 

發
し
、
.兵
亂
絕
ゆ
る
こ
e
な
き
を
以
て
、
一
行
政
费
愈
 々

苴
額
に
上
り
加
ふ
る
に
歐
洲
戰
胤
の
影
響
を
受
け
て
、
 

產
業
典
他
の
經
濟
施
設
を
行
ふ
爲
め
に
も
、
M

f

か 

ら
膨
服
す
る
に
至
れ
り
。，

い
我
嗔
の
財
敗
は
歷
來
歲
出
は
歲
入
に
超
過
し
、
近
年 

:に
至
ゲ
、其
傾
的
益
々
«

著
な
0
、
前
淸
末
华
及
び
民
國
：
 

元
年(

一九
'! 

ニ
运
於
け
る
經
费
は
每
月
約
三
^
務
元
' 

乃
_

四
疔
离
元
.に
過
ぎ
ざ
名
も
"
民1

ニ
^

に
は
、
五■ 

w:
萬
元
乃
至
六
百
萬
元
^
增

加

し

、
挺

_

豇

六

年

の

間 に
七
西
萬
元
乃
至
八
西
翦
元
に
上
り
、
SI
U
S;
國
七
部 

に
於
て
は
、

1

千
五
西
禹
元
の
真
锁
に
逮
し
、

I

A
 

年
に
於
て
每
|-
1
0.
政
毁
は
少
く
ど
も
左
記
の
如
く
約I 

千
ニk

n

离
元
k
上
る
に
至
れ
り
。

行

^

:

议 

孤：常
取
^
跤
 

特
別
取

■:
祺奴

逸
境
防
備
他
籼
肋
货
：
 

各

種

臨

.
時

,̂ 

合
_ 

•

.
訃

三
、〇
六
〇
、〇

0

〇
元 

茧
、七
〇
〇
、〇

c

〇 

三
、〇
ニ

I

、〇
0

〇 

六
0

、〇
0

〇 

I

六
〇

"

〇
〇

o

,
 

ニ
"

〇
〇

c

r

〇
〇

o

而
し
て
同
年

®

月
の
收
入
は
、

約
四
百
三
十
馮
元
あ 

.る
の
み
、
爲
め
に

_

毎
用
不

&

の
^

.

七
西
七

-

|

-

餘
^

元
に
，
 

逮
し
、
其

財

政

上

の

困
M

は

察

す

る

に

足

る

べ

き

な

h

^

o
 - 

‘

政
赀
の
膨
脹
以
上
述
べ
：た
る
-S

の
み
に
ょ
る
に
非 

す
し
て
"
又
稀
々
な
る
原
|3
あ
り
、
其
大
な
る
も
の

は
一
、 

即
>̂

當
局
は
巧
に
種
々
次
る
機
關
官
職
を
設
け
て
、
其 

私
人
を
氐
用
し
.、
何
等
の
0
0
な
く
坐
し
て
月
#

を
受

¥

十

六

卷

(
I

一
七
三)

,
屮t

民
！I

財
政
の
：整
理

m

A

m

r

i



第
十
六
怨
：(

ニ
七
'四)

.'

雜

：
錄

：：中
_
民
國
財
政
0
整
.理 

第
八
魷 

一二六
 

.
領
せ
し
め
、
遂
^
政
;1
0'
;
膨
_
を
招
致
す
れ
ば
な
\
 

.

吾
人
は
已
に
我
國
財
政
を
紊
亂
せ
し
む
る
原
因
の
所 

.

.

.第

九

節

：
：中*
の
弊
い
-

:
在
を
了
解
せ
る
以
上
は
、
宜
く
其
整
a
策
を
案
ず
べ
し
、

@

國
に
於
て
、
中

央

蒸

は

す

、
地
方
奚
は
ず
、

4

試
に
余
の
我M

の
財
政
に
關
す
る
_

案
，̂
次
に
述 

概
む
て
中
饱
の
弊
を
免
か
る
能
は
ざ
る
が
故
に
、
國

民

'
べ
ん
ビ
す
°

:

の
負
擔
を
徒
に
加
道
す
る
も
、
_
家
の
收
入
は
何
等
の|

第
a
章

襲

の

財

政

整

理

策 

雄
加
^-
し
、
界
に
^
吏
を
し
て
£
离
の
富
.を
»
紫

せ

し

_

:

.

第 

ー
^
.
內
政
の
充
一 

.

む
る
の
み
、
避
れ
我
國
は
，、
廉
俸
を
以
て
尙
S
し
、：

官

我

國

の

埘

政

の

整

理

は

，容
易
な
る
こ
S
に
非
ら
ず
、

斑

を

し

て

：大

に

弊
.S
を

開

け

る

.に

ょ

れ

ば

な

>

°

中
飽
.

.S

れ
r

乂
桃
制
の

改

善

、

.
幣

制

の

改

荜

q
國

隨

の

整

蝕
、

h

 

.の
弊
は
、
德

1

亂
0.
:
|因
な
|

謂
ふ
も
、
差

支

無

政

费

堪

費

.0
節
約
等
を
行
ひ
、
又
一
方

に

收

入

の

增

加
 

I

K

V
 

一
 ：

を
計
り
、
漸
を
逐
ふ
て
财
政
幣
现
の
緖
に
就
か
し
汰
る 

ff
l

^

®

s

r

|

は
、
不
可
能
な
る
こ
と
に
も
非
ざ
る
な
^V、

唯
税
制
及 

以
上
に
述
べ
た
る
外
、：
尙
則
政
を
し
て
紊
亂
せ
し
む
一
び
幣
制
の
盤
理
を
始
め
、：
凡
て
の
財
政
上
の
興
革
を
實 

る
原
因
ビ
し
て
.
»(-
べ
き
_も
0

は
.、貨
弊
制
度
.の
混
亂
、
一
行
せ
ん
ど
す
る
に
は
、
今
日
の
如
き
統s

權
な
き
中
央 

中
央
銀
行
茶
«

の

繫

_

あ
り
、
：
 

政
府
の
力
を
以
て
し
て
は
、
；到
底
§

可
か
ら
ざ
る
な 

夫
れ
一
國
に
於
て
、以
上
の
諸
原
因
の一、

あ
れ
ば
、
已
:

b
、
故
に
內
政
の
級
'一
を
，謀
る
は
、當
今
の
急
務
な
シ
ァ
':

い 

S

財
政
を
し
5

亂
'せ
し
む
る
に
足
る
、
，.況
.ん
や
西
；
_令
誠
に
其
內
政
統
：|
の
方
策
を
，
大
體
に
案
チ
べ
し
、
-;
:;
:

ハ

-
^

^

！
^

外
交
、
取
政
は
絕
對
的
に
.中
央
に
集
權
し
"

M
政
"
交 

通
は
相
對
的
に
中
央
に
集
權
し
？
敎
育
、
內
務
、
實
業 

等
は
地
方
に!

任
し
、
中
央
は
輿
成
：果
を
總
ぶ
ベ
し
。

「
「

又
全
國
行
政
範
圍
を
左
の
如
く
分
配
す
べ
し
、

パ國家行政

:

子
中
央
政
府
各
部
の
行
政
：

「

;

t

?
外
務
行
政
：：

T

一、
軍

務

行

政
三

、

司
法
行
政 

四
、
財

務

行

政
2r
;

>
殳
通
行
政
丄
ハ
、
内
務
行
政 

七
，敎
育
行
政
八

> 
實
業
行
政
:

:

:

::

並
、
省
の 

へ

 

へ
I

V
外
交
一
一
、，，隶

政

，
三
、
同
法
及
び
監
獄
|
:
:四
、

«

門
以
上
.の
學
校
丨
五
，
國
桃
徵
收
事
務
六
、
交
通 

行

政
:七
、
實
業
行
政
.
，
'

'

:•:

乙
、
地
方
行
政 

; :

一
、
敎
育
行
政
:
ユ
ァ
内
務
行
®:
;
三
、
■財
務
行
政

四
、
交
逝
打
政

.：

五
，
*

業
：行
政
し
:■
■

'

第
一
一
節
ぐ
國
家
趑
致
，̂
:

g

方
經
费
の
_

分
，::;
:

:第
十

六

饴
2

一
七

$

 

ニ

雜

錄

:

中
華
扱
圃
财
政
の
整
理 

第
八
號 

一ニ

七

前
節
に
於
て
已
に
國
家
行
政
ど
地
方
行
政
e

の
範
圓 

を
定
め
f2
b
、
次
に
之
を
以
て
.標
维
^

し
て
國
家
«
戮 

>?
:
地
方
經
費
を
を
劃
分
す
べ
し
、
.

丨 

備
放
遒
以
下
ば
地
方
ど
爲
す
、

|

,-:
'
;:
:

甲
^

!
,、::
:
立
法
费
：
ニ
"
官
斑
の
俸
給
及
び
货
廳®

三
" 

:
外
交
费
，：四
、
：睦
海
跟
費
：
五
、
，司
法
官
廳
及
監
獄
費 

/;
六
、
徵

收

费

七

、
國
債
償
還«

八
、
货
業
經
營
费
:■
::

’
九
、
工
程
費
.
十
、
：«
lJ
l]
M:
w
4t
十
一
ヽ
：實
業
®

I

 ,

十1
1、

淸
皇
室
優
待
®

:

.
乙、地方經費：：

：

:

.

,
,
.
立

法

費
.:
ニ
>
地
方
官
斑
俸
給
及
び
地
方
官
潘 

I
,

費
'
三
、
敎
育
1

:
四
、*
察
1

五
、
衛
生
1

六

、
救：；： 

:'
恤
®

セ
、
s
ic
祀
典
1

八
、
徵
收
1

九
、
公
偾 

.:
偾

還

費

十

、：
エ

程

费

十一、

實
業
费 

.

铬
三
節
.
政
费
の
節
約
：
：

我
國
近
年
政
费
の
膨
脹
は
著
し
き
も
の
な
り
、
元
來



'
第
十
六
卷(

ニ
七
5

雜
錄
中
華
圾
國
財
抑 

政
費
は
時
勢
の
椎
移
に
從
び
、
種
々
な
る
施
設
を
必
要 

^
す
る
が
故
に
、
政
费
も
，|.
1
か
ら
‘膨
膜
す
る
に
至
る
べ 

:L
、
然
る
に
我
國
の
政
费
膨
脹
は
、
主
に
是
に
侬
る
も 

の
に
非
す
し
て
、：：濫
锻
即
ち
不
必
喪
の
途
に
池
粍
す
る 

に
ょ
る
も
の
な
り
、
蓋
し
吾
固
の
當
局
は
、
機
關
の
爲 

'

め
に
又
は
職
務
の
爲
め
に
人
を
任
用
ず
る
に
非
ら
ず
し 

で
？
私
人
を
任
用
す
る
爲
め
に
、
機
關
を
設
立
し
、
職 

務
の
名
#
定
o

る
も
の
^

ぅ
、
是
が
故
に
種
々
M

多

S 

，る
無
用
の
機
關
を
存
せ
し
め
、
幾
多
の
無
用
の
人
物
、
 

無
業
の
遊
民
を
養
ひ
、
國
民
の
膏
血
を
絞
取
じ
"
國
家 

に
禍
患
を
貽
す
に
至
れ
り
。

加
之
官
班
の
私
腹
の
肥
に
又
は
運
動
锻
"
){
(
!胳
に
流 

用
す
る
金
錢
は
、
從
莫
大
な
る
额
に
上
れ
^
^
斯
く
の
如 

:

く
に
し
て
、
_

家
#

用
'0
财
源
を
無
益
の
途
に
消
耗
す 

る
時
は
、
识
政
自
か
ら
紊
亂
す
る
道
理
な
り
、
今
後
財

:

政
を
整
理
せ
ん
ど
欲
‘甘

ば

？

先

づ

_左

の

五

艰

を

勵

行

せ 

ざ
':-o

可
か
ら
中
。

し
、
江
河
の
浚
渫
、
鐵
道
馬
路
の
增
築
等
に
利
用
し
、
 

後
に
は
土
地
開
®H

場
を
起
し
、
之
に
使
用
す
ベ
し
。

第
四
章
幣
制
金
融
の
整
理
‘

,

:
第

一

節

幣

制

0

改
苹 

現
時
我
國
の
貨
幣
流
澉
狀
酿
を
.檢
す
る
に
、
鈒
兩
、
:i 

鈒
元
、
銅
元
、
銅
餞
等
の
®

貨

あ

銀

兩

鈔

葉

、銀
：：| 

元
鈔
禀
、
銀
角
鈔
禀
、
銅
元
鈔
禀
等
の
紙
幣
f

、
加
，
 

之
外
國
貨
幣
及
び
外
國
鈒
行
紙
幣
等
我
金
融
界
に
，侵
一 

入
じ
> 
规

多

の

內

外

貨

幣

混

同

し

，
て

流

通

し

、

各

植

貨

.
|
ー 

.

幣
の
比
價
は
>
' 地
金
銀
銅
の
騰
落
及
び
需
要
供
給
の
狀
：
 

態
如
何
に
依
り
日
日
に
_

3

广

貨

幣

冗

謂

ふ

も

、
：

;
1
: 

種
の
商
品
に
■過
ぎ
ず
し
て
、.
其
本
能
を
發
挪
す
る
こ
^

j 

:
能
.は
.ざ
る
な
ぅ
'0\

'■
•我
國
の
貨
幣
制
度
改
革
.の

必

要

は

：
、

久

し

く

內

外

人 

_
共

：に

切

に

威

す

る

所

:̂
り

、@
に

議

論

上

：の

み

な

も

中

、
：

:

又
.斷
片
的
用
意
を
爲
し
*

る
：
こ

せ

あ

る

な
^N、

滕
史
に 

綰
*
す
れ
ば
、！ 1

十
年
鉍
前
、印
1'
|
中
英
條
豹
に
髂
劁
改

:
第
十
六
盤C

1
.
1

七
.七p 

_餞
錄
中
摩
躱
國
做
政
仍

做
理
:;
, 

, 

-

:
笫

八

號

..1

二
八

I

、
節
約
生
義
か
敔
持
す
ベ
吾
こW

、

I
I、
圯
沿
か
憋
飭
し
、
述
_
毀
、
肌
賂
欲
を
黻
禁
す
べ
咅
こ
€
、

!
1
1
、
無
;|
}
な
る
胼
抉
機
關
4-
做
樾
す
べ
み
、；と
、
：
:
'

四
. '

凡
て

.

の
名

#

職
、
き
州
な
る
妞
間
，
0
0
,
會
辦
、
很
辦
及
び 

货
#

な
領
收
し
一
泣
の
璐
務
な
旮
役
执
か
解
職
す
べ
合
こ
と
、」

3 1

、
中
胞
敝
窗
の
弊
4 >

杜
絕
す
べ
さ
こ
气

:

■•
::

■第
四
節
诹
费
の
縮
減
.

:-
我
國
に
於
て
、
督
軍
制
の
下
に
、
過
大
な
る
陸
取
を
. 

有
す
る
は
、
我
國
政
界
に
於
け
る
不
斷
の
喈
M

の
原
因 

^
な
れ
る
^
共
に
國
家
の
收
入
を
枯
渴
せ
し
む
る
こ
ビ 

甚
し
さ
を
以
て
、
此
際
速
に
之
を
縮
少
す
る
は
、
取
に
- 

我
_

の
行
政
權
の
：統
：|
及
び
經
濟
的
發
展
の
爲
め
の
み 

な
ら
す
^

我
國
の
敗
政
的
刷
澌
を
勵
行
し
，

I

般
の
文 

化
を
發
達
せ
し
む
る
所
な
り
。
'

:
睦
取
»

タ
は
ヾ
.财
政
整
理
の
®

一
 

着
な
れ
ば
ノ
陸
海 

取
费
は
、
歲
入
のy

割
.或
は
一
一
割
に
限
定
し
、
，裁
丘
ハ
法 

は
先
つ
现
在
督
軍
制
度
を
廢
し
、
各̂.
軍
隊
中
極
め
て
I

少
數
の
訓
練
さ
れ
た
る
新
式
取
隊
を
中
央
直
_

の
®

M
 

に
改
_

し
、
典
他
ば
悉
く
做
廢
し
て
、
I

V
陵
に
®
入

.革
を
誓
約
し
、
光
緖
三
十\
年
時
.の
外
務
部
侍
郞
兼
戶 

部
左
侍
郞
斯
桐
氏
が
、
，；日
本
金
貨
本
位
制
度
能
R
申
央 

鈒
行
制
度
等
調
査
0
爲
め
ノ
渡
日
し
た
る
こ
ビ
あ
々
、

ゼ
ィ
ク
ス
グ

ヰ

タ

ン
グ
、

«

江
歸
一
博
土
、
阪
谷
芳
郞 

鬼
等
諸
名
土
を
聘
し
て
，
It
®

の
改
革
に
關
し
^
研
究
::
:
' 

し
«

演
し
又
立
案
に
當
ら
し
め
た
る
一
}
£
f

、
ナ
餘 

:

本
の
前
、
'庇
^
幣
制
借
欵
を
起
し
、
又
R
國
六
苹
日
本 

ヘ
龈
行
刚
ょ
>

、
幣
制
改
苹
資
金V」

し
て
、
前
後
三
囘
の 

前
渡
金
合
計
三
.千
萬
画
を
：借
り
た
る
己
^

あ
b
.、
又
新
,' 

〖

貨
幣
法
例
の
發
布
^
る

、

ご

福

後_
1;囘
に
亘
れ
る
等 

表
而
ょ
り
觀
察
す
れ
ば
、
我
國
政
府
は
、
實
に
幣
制
改 

革
の
遂
行
に
熱
情
を
有
す
る
に
似
た
り
。

然
る
に
以
Jb
の
用
意
に
拘
は
ら
t

、
今
日
に
至
り
て 

?{
?
制
の
紛
亂
は
、
昔
日
^
些
の
興
な
る
_所
を
知
ら
ず
、
 

却
つ
て
益
々
紛
糾
^
陷
6
れ
る
は
、
如
何
な
る
原
因
に 

因
る
や
を
、
考
ふ
る
に

其
一
，

我
媸
の
玫
始
家
以
、
所
謂
担
心
尨
<

1弋
"

w¥
の
大
gl
*
な 

M
 

, 

:

0
< 
鱗

r

x
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.

;:
ノ
-

o

ハ
怨

:

; .

立
て
ノ
繼
锁
し
弋
實
行
マ
ろ
能
は
ざ
る
こ
气
；

:

.

: 9
1

、
财
济
行
政
宵
货
调

：々 ®

し
、
後
饨
苦
は
前
庇
名
の
遺
志
か 

'

繼
緻
し
て
、
贸
行
乜
ざ
る
、，と
、
':
.

如
三
、
歷
代
財
務
行
政
货
圯
幣
制
吹
单
の
誠
煎
ヒ
實
カ
ミ
ん
办
せ
ざ

:
.
.
'
:
る
こ

 W
、
:
;

い
.
.
'
:
;
:
;
:
.
:

.

.
;

:
-1
t

四
、_

內
政
不
統
一
な
？

5

、

其
玉
、'

幣
制
紛
胤
の
桢
| :

走
り
，
之
か
吹
苹
マ
る
こ

2

|-
1

、
搜
踫
荷 

，
'
.
.

^

の
官
疋
の
^ :

く
寸
る
所

.

！i

if
-

;

ら
ざ

-

K

V

、f

と
.、

等
に
因
る
な
り
。
故
に
今
後
酿
制
の
紛
亂
に
放
任
せ 

ん
ど
欲
ゼ
ば
、
兎
た
辦
、「

苟
も
幣
制
を
改
革
せ
ん
亡
欲 

{
る「

以
上
は
、
®

に
外
人
顧
問
を
招
#

し
、
幣
制
に
關
_ 

す
る
法
令
を
.設
，く
る
に
止
ま
ら
ず
、
大
計
を
立
マ
、
誠 

心
> 
誠
意
を
以
て
、
確
實
に
實
行
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る 

內
政
統
一
を
完
全
な
ら
し
め
、
殊
に
中
央
銀
行 

の
_

礎
を
鞏
固
な
ら
じ
ひ
‘べ
：き
に
至
ぅ
て
は
V
言
を
'待 

た
ざ
'る
'̂:
-

CV。
..'

,[a
l:
し
て
、
®

制
改
革
を
斷
行
す
る
:«
意
を
街
す
る 

以
ト
•は
、
次
の
問
題
は
.、
'外
國
貨
幣
を
収
締
り
、
之
を

第
八
號

1 

H
0

I

I’
I
0

I:

我
固
に
於
て
、
秫
々
雜
多
な
る
货
? {
?

趴

綜

流

通

し

、
， 

K

間
の
此
價
は

.

、
皆
地
金
の
時
惯
に
雜
せ
ら
れ
：、

K

結 

梁
外
國
の
貨
幣
は
、
其
間
隙
に
乘
じ
て
、
金
融
市
場
に
：
 

入
り
て
流
通
し
、
今
其
糧
類
を
數
ふ
れ
ば
、
西
班
牙
卯
、
 

墓
西
部
弗
、
香

®

卯
，
日
本
鈒
圆
、
印
度
支
那
卯
等
あ

. 

&

デ
又
鈒
货
の
外
、
我
國
に
營
業
す
る
外
國
鈒
行
支
店 

ょ
b

發
行
す
る
紙
幣
あ
り
、
此
等
外
國
做
行
は
、
*
礎 

樂
固
信
用
堅
實
な
る
が
故
に
、
其
發
行
す
る
紙
幣
は
、 

敏
活
に
流
通
し
，
典
流
通
額
は
約
四
五
千
离
圆
に
達
せ

I 

o 

,

»

o

.

.

:

 

-

-

-

:
如
何
な
る
國
に
て
も
、
貨
幣
鋳
造
權
は
，
皆
：政
府
に
，
 

屬
じ
、
寬
假
す
る
ミ
ビ
無
し
、
故
に
外
國
貨
幣
及
び
紙 

幣
の
內
國
に
流
通
す
る
は
、
承
認
す
る
能
は
ざ
る
も
0 

な
り
と
す
”
蔻

I

貨
幣
に
對
し
て
、
國
家
は
最
上
公
權 

を
有
す
れ
ば
な
り
、.

我

國

は

货

胳

流

通

狀

態

を

統j

せ

ガ
_

必
謹
：§
| (

顏

，

！

翁

r

;
(V

'V \

'i

發
行
を
統f

す
る
.
sdf
c
ハ
に
外
國
貨
幣
及
び
紙
雜
.の
流 

:通
に
»

し
て
禁
止
を
施
す
を
耍
す
べ
し
、然
ら
中
ん
ば
.、
 

|
旦
改
革
し
た
る
«

制
を
#
び
紛
亂
す
る
處
を
免
れ
ざ 

る
可
じ
。
 

■.

'丨
视
國
幣
制
0

改
革
に
關
し
ぐ
：從
來
梟
も
議
論
あ
‘り
た
. 

る
は
本
位
問
題
是
な
b
、
，張
之
洞
氏
は
銀
雨
.本
位
：
*?H

T

 

張
し
、
.載
澤
氏
は
.鈒
元
本
位
を
唱
へ
、

ロ
：
 

t

ト
T

 

ド
氏
は
制
阪
鋪
造
銀
貨
本
位
制
を
說
さ
、
セ
シ
ク
ス
及 

び
グ
ヰ
セ
リV

ク
兩
.氏
金
爲
替
本
位
制
を
唱
導
し
、
.民 

M
i
l

年
幣
制
委
員
畲
ば
於
て
、：
金
本
位
制
を
採
用
す
る
. 

に
意
見
一
致
せ
る
も
、':
唯
現
在
の
情
態
の
下
に
金
本
位
：

:

制
の
實
行
ば
、
容
易
な
ら
ざ
る
が
故
.に
：？
先
づ
‘銀
本
位
、
 

制
ど
敗
り
、
.幣
制
の
統一

を
謀
^

、機
#
成
熟
を
俟
て
 ヽ

金
本
位
制
に
故
む
る
こ
ビ
に
決
班
し
た
る
舉
あ
り
、
，，0 

に
民
_

六
牟
我
恩
帥
た
る
堀
江
歸
' 一

博

士

は-*
在

來

の 

.金
爲
替
本
位
制
鈒
本
位
制
を
#

じ
て
、
金
本
位
■

の
採
，
 

用
を
唱
ヘ
、
即
ち
我
_
幣
制
改
革
に
關
す
る
木
位
問
題

は

要
す
る
P

_

一
、
.
銀
本
位
制

::
:

_>1、

金
爲
释
水
位
缻
ノ

三
、：金
木
位
制
.

に
出
で
ざ
る
な
b 

V」

す
。

一.
.ニ
R
余
の
後
見
を
述
べ
ん

:
」

、
«

本
位
制
如
何
，

.

,

,

現
今
世
界
の
大
勢
は
、
皆
金
本
位
制
に
趨
さ
、|
金
«: 

は
園
際
通
貨
た
る
性
質
を
科
す
る
に
至
れ
り
、
若
し
我 

M

は
鈒
本
位
制
I
を
固
持
せ
：ん
か
、
物
僧
は
金
銀
市
坺
の
. 

變
動
に
：伴
ひ
て
消
長
し
、
：
對
外
贸
為
は
悉
く
投
機
的
性 

質
を
帶
び
、.

贸
n

勿
金
融
上
の
取
⑴
を
不
確
赏
に
な
ら
し 

む
る
の
み
な
ら
す
、
我
闕
は
氣
大
な
る
外
偾
及
び
償
金 

を
裔
擔
し
、
加
ふ
る
.

に
大
な
る
輸
入
超
過
_

に
し
て
、 

你
將
來
國
富
の
開
發
滅
政
の
憋
玴
等
を
行
は
ん
ど
す
る 

が
爲
"

又
外
偾
に
浓
賴
す
ベ
き
阈
惝
に
あ
れ
ば
、
將
に 

飯
本
制
の
爲
め
金
本
位
麻
の
資
本
を
輸
入
す
る
に
支
障 

:
を
生
す
名
の
み
な
ら
ず
、
鈒
價
攸
落
す
る
時
"
對
外
偾

第
十
，六
卷

' 

u

 

r

七
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雜

錄

:
中
哦
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政
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整
理 

務
を
加
重
す
る
»

;̂
り
ノ
*

楚

觀

之

.
、
：
銀

本

位

制

は

到 

底

我

阈

の

現

狀

に

逾

せ

ざ

る

な

>

?

、“
へ
ム
1

金
爲
替
本
位
制
度
如
何
：::
'
:

'
::
';
ぺ
'
:

.

.金
爲
替
本
位
制
は
、「
銀
本
位
制
に
比
較
す
れ
ば 

> .稍 

-優
る
：ど
雖
1

，
金
銀
市
價
永
く
同」

ー
の
程
度
に
定
着
す 

る
を
許
3
ざ

る

が

爲

、

金

銀

：
の

法

定

.比

價

を

維

持

す

る 

こ
ミ
困
難
な
ら
、
：直
つ
我
國
の
如
く
、
：數
百
千
年
來
秤 

11
貨
幣
の
行
は
れ
た
る
が
故
に
，
名
|3
貨
幣
の
流
通
を 

强
制
す
る
ば
困
難
に
1;
て
：、
：
夂

多

く

の

弊

害

を

生

ず

る 

に
至
る
べ
し
、
假

に

我

に

於

，け
る
金
銀
市
價 

'を
標
準
皮
し
て
、金
爲
替
本
位
制
.の
法
定
it
價
を
足
め
、

然
る
後一

旦
銀
價
下
，落
す
：る
に
至
ら
ん
か >

:

僞
造
貨
»

は
:*
通

界

に

勢

力

を

#

、
，

V

,

遂
に
金
爲
替
本
位
制
は
崩
壊 

せ
ざ
れ
ば
止
ま
ざ
る,1

レ
ノ
加
之
我
國
は
獨
立
國
に
し 

て
、
外
國
ビ
の
關
係
は
，、：：印
度w

英
國
ど
の
間
に
於
け 

る
關
係
ど
異
な
る
が
故
に
、
現
金
を
外
國
に
咛
存
し
、

第
八
ま
ー
浮
ニ

じ
、
以
之
觀
之
、
金
爲
替
本
位
制
は
、
我
阈
幣
制
改
革 

案
^
し
て
は
、
.其
價
値
に
乏
し
^
せ
ざ
る
能
は
ざ
る
な

■

一

 

这

爾

交

.

彼
.

裂

る''

瘍
ん =

あ
.

.

^

.

.ん

炉V

の
金
貨
を
耍
せ
す
、
從
來
流
■通

す

る

鈒

貨

に

金

，貨

價

樾 

を

與
.へ
、
漸

を

以

て

：之

を

處

分

す

る

を

得

べ

じ

』

.
£

示

せ
が
、
又
我
國
の
赂
制
:0
改
軍
_

、
：列
國
均
く
璲
ひ
所J

な
b

、
:m
:

く
援
助
を
求
め
、
幣
制
借
欵
を
訂
立
丨
"

金

.

を
瞒
買
し
て
、
金
貨
を
鑄
造
し
：

K

方
に
國
內
の
金
鑛
開|:

採
を
獎
卿
し
、
加
ふ
な
に
中
央
銀
け
發
行
紙
幣
の
信
川

I

の
維
椒
に
努
力
し
、」

日
本
の
如
く
金
貨
を
封
存
し
で
、
':|

媒
ら
紙
幣
の
流
通
を
謀
ち
ん
か
、
必
す
し
も
金
貨
本
位
：：

I

;:

を
維
持
す
る
に
困
難
ぁ
る
に
ぁ
ら
ざ
る
な
り
0;

第
一
ー
のj

鼠
解
に
對
し
て
、
«

江
|«

士

は

、

吾

人

に

「

金

貨

本

位

.，
ー

w
;

雖
ぢ
、：

必
す
し
も
金
货
の
流
«

を
要
す
る
に
非
す
、
:

--
-.

實
際
は
流
通
す
る
貨
幣
に
は
> 
金
以
外
の
地
金
を
以
て〗

」

:：
.

之
に
;*

つ
る
が
故
に
、
如
何
な
る
小
額
而
の
貨
幣
S

雖

;:
-'
.

も
'

之
を
鎮
造
し
て
、：：支
那
に
於
け
る
民
度
の
低
き
に

適
應
せ
し
む
る
を
難
し
€

せ
ざ
る
な
り」

>

示
せ
り
。

「

余
の
淺
見
を
以
て
ず
れ
ば
、
H

求
の
金
本
位
制
度
を
施

:行
す
る
時
の
國
民
生
活
程
度
は
：、
今
.日
の
我
國
民
の
生
.'

笫
十
六
猞

C
l
I

八1
〕

雜

錄

中
華
说
圃
財
政
の
盤
理

■

三
金
本
位
制
如
何

在
來
我
國
.の
貨
幣
改
革
に
對
し
て
、
立
案
せ
る
內
外 

人
士
は
、
銀
本
位
制
を
主
張
す
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
、
金 

爲
替
本
位
制
を

く
主
張
す
る
も
の
な
シ
、
獨
り
掘
江
歸 

1

博
士
力
.
此
等
の
說
を
排
し
て
金
本
位
制
を
唱
へ 

た
-り
、
佘
は
深
C
之
を
信
す
、
姐
ふ
に
從
來
金
本
位
制 

を
敢
へ
て
主
张
せ
ざ
る
は
、
笫
一
、
我
國
が
今
正
に
财 

政
の
困
難
に
惱
み
、
，文
國
内
の
金
產
额
少
く

、
金
貨
本 

位
を
維
持
す
る
力
な
き
こ
ど
、
第
二
、
我
8|
_

民
.の
生 

活
程
度
未
だ
低
C
、
貴
重
な
る
金
貨
は
、
度
に
過
ぐ
る
，
 

虞
あ
0

ど
の
見
解
に
よ
る
な
，

C
N。

然
る
に
、
第 

ー
0
見
解
に
對
し
て
、
堀
江
! #

士
は
吾 

人

に「

金
貨
本
位
制
を
實
行
す
る
に
は
、
»

々
の
形
式

活

程

度

ぐ

し

は

，

興

な

.る

こ

と

め

る

を

見

す

，

彼

3

'し
金
ノ 

本
位
制
度
を
障
番
^
く
鲁
行
し
得
れ
り
、
獨
り
我
國
の 

.み
、
金
本
位
制
を
施
行
外
る
能
は
ざ
る
理
由
何
處
に
存
‘
 

す
る
や
。

:
金
本
位
制
を
實
行
す
る
.に
當
り
、
從
來
流
遺
し
つ
、 

あ
る
銀
貨
は
、
如
何
に
處
分
す
：べ
き
や
の
問
題
に
至
り 

て
は
、
堀
江
if
土
は
、
吾
人
に「

支
那
に
於
け
る
各
造 

幣
廠
開
辨
の
日
ょ
り
、
民
國
五
年
末
に
至
る
ま
で
鎢
造
M 

せ
ら
れ
た
る
ー
圓
鈒
貨
の
總
额
は
、
三
億
九
千
ニ
西
十 

1

离
五
千
四
飪
九
圓
ビ
稱
せ
ら
る
、
而
し
て
金
貨
本
位 

制
に
移
る
に
當
ぢ
、d

 

.面
il
l
幣
條
例
に
於
て
、
貨
幣
堪 

I

に
對
す
る
金
貨
の
純
量
を
定
む
る
S
共
に
、
他
の
！

：
 

而
に
於
て
は
舊
銀
貨
の
流
通
價
格
を
律
す
る
に
、
金
貨 

を
以
て
し
、
金
貨
又
は
金
貨
を
代
表
す
る
紙
胳
の
流
通 

の
市
場
に
普
及
せ
ざ
る
間
は
、
I
依
然
金
貨
に
依
て
、

M
 

貨
價
格
を
律
せ
ら
る
る
舊
鈒
貨
の
流
-

m
を

認

め

"

兩

者 

S

に
相
消
長
し
て

、
通
貨
に
對
す
る

.

需
要
を
充
た
さ
し

欺
.<诚

一

三

三
.：

i I ■



中
華
民
國
財
政
の
蹩
理

ソ
箱
十
六
饱(

ニ
八11)

雑

錄
 

む
る
に
於
て
は
、

：！
時
語
劇
1:
金
货
を
.耍
せ
|中
し
て
、
 

#
制
改
革
:0
效
果
を
擧
ぐ
る
.を
#
る
の
道
烛
な
り
、」

ビ 

一}

6

せ
り
。
.誠
に
至
言
G

6
.?
我
國
に
し
て
苟
く
も
闢
際 

1<
:濟
に
於
け
る
ー
，員
化
る
の
地
位
：を
向
土
せ
し
め
、

W
 

際

經

濟

に

共

通

せ

る

刹

益

：，に
裕
せ
ん
：と

欲

す

る

な

ら 

ば
、
堀
江
隗
士
.の
-立
案
を
、'

着
々
實
行
せ
ざ
る
可
か
ら 

さ
るVJ

固
^
^

)

^
^
る̂
^
り
。

.

m

ニ
節
鈒
行
制
度
の
磘
宠

'■
我m

に
於
て
は
、段
業
に
璐
す
る
恶
迎
、錢
啤
餞
輔
、

-銀
«
、中
央
政
府
及
び
各
«
の
機
關
に
猶
す
る
乾
餞
周
，

官
銀
.號
等
の
如
き
布
來
の
谓
式
金
触
業
ビ
新
式
の
本
國

錐
行
、
及
び
外
阈
銀
行
の三
#
が
、
併
立
し
て
余
融
の

業
務
を
鞭
棠
す
ど
雖
も
、
U
H等
を
統
轄
す
る
銀
行
法
规

な
く
、
諸
^
行
は
擁
1|
5
«

幣

令

濫

發

し

、
、極

め

て

，

h
e

由

主
幾
行
は
れ
、
無
政
府
の
狀
能

f

何
等̂

な

る

.
へ
ど
あ 

る

を

知

ら

ざ

る

な

り

o

以

上

の

態

^o

改

^
!
: 

V
C 
る 

J
b 
Y
C 
s

r
Bふ

i

i

l

i

:

外
の
爲

替

銀
行
た1 

ら
し
め
、
前
：_者
'0
關

係

は
H木

の
：；：： 

本
飯
行
の
如
く
、
後
乳
の
關
®

は

、

正

金

鈒

，〃

の

如

&
 

も
のV

J

す
べ
^

.

.(

こ)

中
央
銀
珩
く
財
政
部
と
の
關
係
を
隔
離
す

ベ
：
き
ず

:'
-
.

：

V
、

. 

'
 

:

.

...

;'
;
我
_

財
政
の
紛
亂
ば
、
：:*
今
未
曾
荷
な
り
、
其
整
理 

に
.當
り
、
健
全
な
る
中
央
銀
行
：の
援
助
は
、
.
極
：め
て
必 

要
な
る
こW

な
り
、
然
も
此
の
點
に
就
き
て
"
現
在
の
中
：
 

炎
跟
打
に
求
む
る
こ
ビ
能
仪
す
"
前
例
を
以
て
去
へ
ば
、

.;
'
-
K

國
五
、六
"

七
年
頃
、
中
交
兩
行
は
紙
幣
を
濫
發
し
、
 

:

:

1
方
に
兌
：換
を
維
持
す
る
.
能
は
す
し
て
？
兌
換
停
北
を
：
 

繼
續
す
る
の
已
ひ
を
得
ざ
る
狀
態
に
思
り
、
紙
幣
の
流 

;:

通
诏
格
も
,

、亦
正
«

に
#

し
て
三
四
_

低
落
す
；る
I

 

に
|?
1

り
た
る
乙
€

ぁ
り
ヽ
去
即
十
1
.
月
頃
に
.
於
.
て
も
？ 

兩

行

は

収

付

：に

遭

遇

せ

$

、;:
興
原
因
は
皆
政
府
が
、

.

_

:
 

前

：.
の

困

難

を

救

^
爲

め

、
、
_

々

兩
_

行
；に

就

てi

借
人 

金
*

求
.
め
4

.兩
m

t-
J
は
之
に
自
じ
て
、
紙
幣
を
■
發
し
、

.

.
.̂
■

八̂

一H
四

.を
俟
/2
ざ
る
も
の
な
り
、
補
に
改
革
に
對
し
て
立
案
せ 

ん
^」

欲
す
。

®

l
:
ホ
央
鈒
行
制
度
の
確
逛 

V
 

.

.

.ぺ̂■
)

け
陳
級
行
の
み
中
刚
銀
^
た
ら
し
む

い
”
べ
き
こ
S
、

今
H

北

京

に

中
'

刚

鈒

行

ど

交

通

銀

行
S

相

對

序

し
 

.

て
' 

セA

に
®

幣

を
發
行
し
、

W

/ ®

事
務
に
鞭
筆
し
、
金 

•r
r

S

^

K

務
r

就
き
て

.

、.

.

2

に
.

^

^

す
_

る
の
み
な
ら
す
、

乂
丨 

々
政
治
系
統
を
赀
景

€

し
て
爭
ひ
、
植
々
弊

#

现
は
れ
、 

且
兩
者
共
に
資
カ
の
缺
泛
に
ょ
り
、
其
基
礎
不
安
固
な 

る

が

激

に

到

底

中

央

銀

行

の

職

務

を

來

す
f i
g

は
.申

、

近
來
爾
傲
行
を
合
併
し
て
、
':
,

1

ビ
な
す
こ
气
« -
に
中 

外
人
士
に
主
張
せ
ら
れ
た
h

>

然
る
に
0

0

行
は
、

祓 

雜

な

る

關

係

ょ
.合
併
ず
る
こ
^
能

は

ざ

る

な

^
;
、 

余

の

敗

見

，を

以

て

す

e

ば
、
須
く
取
に
中
羅
行
を
し

て
，紙

-«
を
發
行
し
、
M

M
事
務
を
司
り
、
中
*
銀
行
た

行
^

^
て

、

に
；；

共

.
一
方
に
現
金
在
高
減
少
す
る
に
ょ
る
な
り
，
殷
鑑
遠
か 

ら
す
、
今
後
织
く
中
央
龈
行
と
阑
家
財
政
ミ
の
關
係
を 

隔
離
し
て
、
m
'r
r
則
■

に

「

政
府
に
對
す
る
貸
付
金
は
、

.

資
本
金
.の
雜
分
の
幾
1:
限
：る
ベ
し」

ど
定
む
ベ
$
な
'<
>
、
 

此
點
に
就
き
て
、
堀
江
吵
士
は
蘊
に
我
蘭
の
廠
め
に
、
 

中
央
#

打

則

例

を

改

訂

，す

る

に

、

.重

き

をit
き
/2
り
> 

即
ち
舊
中
央
銀
行
則
例
第
十
六
條
，に
於
て
.、「

總
裁
副
總 

裁
簡
任
$

事
盤
*

之

人

數

及

選

任

、

均
以
，財

政

部

..々

令 

定
之」

、
く
あ
る
一 

'項
を
削
除
し
、
疋
副
總
裁
、
f
f
i事
、
 

啟
事
は
總
て
株
主
總
會
の
選
擧
に
依
ら
し
む
る
こ
ビ
€ 

し
た
り
、
又
政
府
所
布
の
株
式
を
宜
く
漸
次
民
叫
に
賣 

却
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
の
職
に
就
き
て
.も
、
亦
种
常
の 

改
1H
を
加
へ
た
り
、
然
も
當
周
は
、
此
の
.改
iE
を
誠
心
. 

誠
意
を
以
て
、
K
ft
せ
ず
1

掘
江
稱
士
の
罟
心
を
抹
殺 

す
る
は
、
貴
に
惜
，ひ
ベ
き
に
非
:r
:r
、
 

ン 

パ
.
:

(

丙)

.
中
央
鈒
行
の
.公
示
主
義
を
實
行
す
ベ
き」

.

I
. 

'
:

1

笫
十
，
六

'

盤，'

(

二
八
三

〕

雜
錄
ノ
中
華
民
國
財
碑
の
整
理
；

第
八
戡

ニn

五



猶
十
I
 

p

i

A

s
m

錄
.

中
s

國
財
政
§

理

"

: 

第
べ
鱗 

我
國
政
府
は
r

年
豫
錄
^

算
を
据
出
す
る
こ
ビ
無
此
項
は
削
除
.せ
ら
れ
た
な
、
其
理
由
は
，
中
央
鈒
‘了
の 

し
行
政
1

廳
も
亦
然
り
、銀
行
會
社
の
養
米
報
吿
貸
偕
現
狀
に
照
し
て
、
營
業
報
吿
の
公
示
は
不
E

な
る
W

ぁ 

照
表
等
を
公
示
す
る
こ
ど
尠
ぐ
、
殊
に
中
央
銀
行
の
最
れ
ば
I

、

豈

に

惜

む

べ

き

に

非

中

や

"

今

後

中

M

銀 

.
'も
f

を
置
く
べ
含
所
の
公
示
主
義
を
も
中
國
交
醫 

' 
行
に
關
す
る
根
本
S

逸
甘
ず
し
て
、
業

損

？

明 

「

銀

，
ぐ

共

に

怠
h
、
營
策
報
吿
及
び
貸
偕
對
照
表
等
に
就
一
化
す
る
I

を
得
可
く
、
公
衆
亦
銀
行
の
信
川
を
判
斷 

V

き
て
、馨
期
し
て
忠
,

之
を
公
擎
る
こ
1

し
、

す
る
を
得
ん
ど
欲
せ
ば
、
堀
江
陳
士
の
建
義
を
實
行
せ 

又
公
表
す
る
も
、
其
眞
僞
に
就
き
、
遽
に
判
斷
す
る
こ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な

り
。

;
^

能
は
す
、
中
央
S

則
S

M

S

て
：、
公
示
—

 

一j : 

(

丁)

紙
幣
發
行

S

 

;

集
中
義
を
取
る
べ
し 

に
辭
す
る
何
等
S

定
の
存
す
る
こ
I

く
、
屮

益

|

證

紙

幣

發

行

權

は

、
米

國

の

製

を

則

り

、
多
數 

ネ
ナ
る
見

を

玄

4

間
に
.

す
る
T

を
！r
•進
す
一
の
銀
行
に
赋
與
す
べ
：き
や
、或
は

日
本
の
制
度
に
敗
ひ
、
：

' 

U

Q

t

l

、
I

中
_

g

s

£

中
S

S

み
獨
占
す
べ
き
や
は
、

f

 

I

!

匕

%

、
.

|
す
る
|

な
く
、
其
營
業
を
|

す

る

の
7

^

^
然
る
に
世
界
の
大
勢
が
發
行
鈒
行
單I

の
主 

ン
道
も
な
し
此s

每

し

て

"

掘

江

博

士

は

曩

に

中

1

:
義

货

ひ

つ

、

ぁ

り

、

米

國

.
§

邦
単
^
^

銀
行
則
例
を
I

I

に
f

、
筆
を
？

「

中
S

此

の

嚮

I

f

、
余
の
覺
を
以
て
す
れ
ば
‘

.

::

行
は
I

s

を
作
成
し
て
、
日
日
財
政
部
に
報
告
し
、

國
獨
4

大
勢
に
逆
行
す
る
能
は
ず
、
今
試
に
雨
當 

8

|

高
|

報
に
：公
吿
す
る
こ
く」

の
|
項
^

利
害
を
比
較
せ
ん
要
、

め

然

る

に

大

總

統

令

く

し

て
.、
'公
布
す
る
時
、 

氧
5

の
.狻
細
u

t

ミ
は
-
貧
ふ
f

揉
L
、

I

U

我
國
の
视
狀
に
照
し
て

"

兩
制
の
利
噃
令
此
較
す
べ
し

、

.

<
A )

發
行
銀
行
取
一
主
義
の
畨(

我

國

の

現

狀
|:
照
し
て 

沄
ふr

■
1

、
我
阈
i t
v

資
金
缺
乏
、信

;!
]

挪
弱

.

又
銀
行
常
屈
の
抑
識w

業
務 

執
行
の
道
徳
心
乏
し
各
國
に
し
て
、
假
リ
に
琰
行
桃
か
中
央
銀
行 

に
獨
占
せ
ん
ミ
す
れ
ば
、

’
' 

1

M屮
央
級
仃
破
綻
か
现
は
し
、
取
別 

の
餅
境
に
陷
り
れ
ゐ
時
、
恐
慌
< 1

全
_

に
亘
づ
、
終

#

卜
取
拾
す
：

|
 

7

る
能
は
ざ
る
處
わ̂

?

:

:.
:

一

.:

ニ
，
我
國
は
、
國
土
邀
湖
|:
し
て
、
交
通
不
侦
な
る
が
故
1
1、
中
央 

■
銀
行
が
普
く
各
地
方
.に
散
在
す
る
皮
;,
!
|分
沾
か
戈
配
し
、
乂
之
I: 

—

-■號
令
ヤ
る
は
、
容
总
:̂
る
|:
と
1
_
1非
す
、
，.現
に
昨
年
十

一

月
®
中
.
'
.

り
國
炎
通
：刚
行
取
付
.に
贫
び
、
：上
海
筷
ロ
龙

0
ふ
り
現
金
>
集
む
る 

へ
こ
と
！！
困
難
'̂

感
じ
れ
る
货
例
あ
り
。：

;

-

:
:

:

:

:

:

'

s

.

B

y

m發行
制
の
害
.ベ
我
國
現
狀
|:
照
し
て
云
ふ)

:

,

我
國
は
.、
民
智
未
ゼ
縣
及
せ
す
"
辣
1
1經
濟|:
對
す
る
智
識
及
ぴ

'

■ 

k

驗
缺
艺
し
、
此
の
方
蒯
の
人
才
む
尠
ク
國
な
り
"
若
し
馥
發
行 

.制
务
取A
w
tc
ん
が、C 
一
 0

全
國
|:
里
り
て
銀
行
槳
驳
達
す
る
能

■ 

は
す
、(

5

或
る
地
方
の
銀
行
は
栽
礎
強
固
な
ゐ
も
の
あ
る
1
、

又
之L

L

反
對
す
る
も
の
む
あ
り
、
典
数
行
す
る
紙
幣
も
、
發
行
銀 

行
の
信
;»
}

の
原
棚L

i

 

i

り
*

:

.现
金

U

對
す
る
似
格
異
な
り
、.

2

-lt
l

l
 

の
緣
乙
地
| :

通
用
ゼ
す
，
取
出
の
紛
糾
は

.

勿
論
，
金
融
上
の 

動
搖
渑
亂
か
來
し
，
幣
制
統

|

の
趣
葸
か
全
く
喪
失
す
る
じ
至

&

 

べ
し
。

第
十
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m

夫
れ
天
下
の
事
，利
の
在
る
所
.に
害
も
亦
之
に
隨
ふ
、
 

嬰
は
兩
害
を
權
量
し
て
、其
輕
き
方
を
取
る
べ
き
の
み
" 

&

の
弊
害
は
乙
の
弊
寄
ょ
り
も
容
易
に
救
濟
せ
ら
る
る 

'が
故
に
、
余
は
敢
へ
て
我
國
が
單
一
發
行
制
を
行
ふ
べ 

し
ど
主
張
せ
ん

€

す
、
今

g

に
条
の
方
案
を
左
に
示
す
。

:

1

、
中
國
銀
行
の
み
か
し
て
、
紙
幣
發
行
桃
か
獨
由
し
*
阈
哝
琪
務 

か
司
り
、
中
央
銀
行
た
ら
し

0

べ
し
。

ニ
、
阈
土
逾
潤
突
版
：不
侦
な
る
こ
ミ
か
考
へ
、
地
理
的
關
係
か
案
じ
- 

.
て
、
北
部
は
天
.津
、鞅
西
、南
部
|1
上
海
'淡
ロ
、
廣
朿
、
四
川
に
於 

て
、
特
別
戈
活
か
蹬
き
、
典
餘
各
脊
、
各
開
潘
锻
•
各
縣
I:
各 々

:

.
經
濟
琪
情
|:
侬
り
、
支
，店
分
仿
か
分
骰
し
、
佥
_
國
庫
事
務
金
融 

I

業
務
幣
制
か
統
一
せ
し
む
べ
し
、

三
、
從
來
紙
幣
か
發
行
过
る
內
外
叙
行
|:
對
し
て
、
其
發
行
權
を
奪 

ひ
、
期
を
削
し
て
、
漸
次
1
1其
已
卩
發
行
し
流
撖
し
つ
V
わ
る
紙 

辦
4
间
收
し
、
中
央
銀
行
の
襁
カ
か
大
な
ら
し
め
、
從
來
紙
幣
奴 

行
'̂
許
さ
れ
|:
ス-碗
^
な
.る
地
方
銀
行
は
、
之
は
中
炎
銀
行
に
合 

併
合
同
し
、
典
分
沾
支
店
と
し
て
鞔
業
の
監
督
な
爲
マ
匕
过
ミ
マ 

れ
ば
可
な
る
べ
し
"

四
、
交
通
銀
行
| :

對
し
、
真
中
央
銀
行
れ
る
資
辂
か
喪
失
ゼ
し
め
、

_

靡
ら
對
內
對
外
爲
#
銀
行
^
ら
し
む
べ
し
•

.

®
ニ
、
特
別
及S

普
通
鈒
行
の
改
善

第
八
躲 

ー
3
セ
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ク

H
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ス
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.

.

.

'

'

 

'

 

•

我
國
に
於
て
、
各
宵
^

錢
屈
、
ft
M

跳
及
び
IV
m
fT
. 

の
整
现
も
緊
急
の
こ 

< ビ

な

卜

、
：又

舊

式

金

*

業

の

淘 

汰
整
理
"

M
邊
銀
行
、
勸
業
鈒
行
"
鞭
業
銀
打
等
の
新 

式
銀
行
の
改
善
、
刷
新
農

H

銀
U
の
.設
立
及
び
普
及
等 

.幾
多
の
重
耍
な
る
興
苹
を
行
ゆ
ざ
：る
可
か
ら
ず
、
此
黎 

:

の
切
的
を
達
せ
ん
ど
せ
ば
、
#

1

、
.：銀

：=:資
金
を
充
實 

し
、
金
馳
機
關
た
る
機
能
を
發
禪
せ
し
め
ハ
銀
行
業
考 

を
し
て
進
步
せ
る
鈒
行
：の
昝
«
技
倆
を
習
得
せ
し
ひ
ベ 

.し
、

®
ニ
、

金
融
統
.|
.を
計
り
、«
行
法
规
を
完
備
し
、
 

其M
,

行
を
强
制
し
、
又
は
典
赞
業
を
轮
督
せ
ざ
る
可
か

ジ
チ
ィ
。エ
ス
：

-

ル
ミ
經
濟
學

0

:

定
義(

ニ) 

r

.

^

 

,
0
r

'-
M 

.

.

.

.

.

六

.

.

ノミ
.少と链辦學

0
定e.-. 

f
 

i

i

B
A

前
述
.せ
る
.如
く
ミ
ル
は
、
.當
時
多
く
の
科
學
に
與
へ 

ぃ
ら
れ
た
定
義
を
以
て
甚
だ
；不
完
全
極
ま
る
も
の
で
あ
る 

.
と
論
じ
た
が
、
彼
に
從
ベ
ば
經
濟
學
も
亦
.同
様
に
、
厳 

密
な
る
論
现
的
原
理
の
上
に
形
成
さ
れ
た
楚
義
、
西
ょ 

一
り
容
n勿
く
#
得
せ
ら
る
可
き
も
の
、
即
ち
定
_
せ
ら
れ 

'
.た
も
の
V
IE
確
に
共
通
せ
る
外
延
を
対
す
る
所
の
楚
義 

j 

(a 

definition 

exactly 

Co-extensive 

w
i
t
h
^
e

 

t
hs-
3
 

| 

<
M
n
e
d
>

を
さ
へ
#
だ
なS

の
で
あ
る
。
併
し
造
れ
が 

|

た
め
に
經
濟
學
の
眞
實
な
る
墙
界
が
、
少
な
ぐ
ご
も
英 

\ 

_
に
於
て
は
、；
實
際
に
誤
解
若
く
は
■
過
せ
ら
れ
る
迄
■ 

|

に
は
至
ら
な
か
つ
た
が
、
興
結
果
は
斯
學
の
研
究
方
法

.

I.'

のI

ィ
.定
な
る
丨

^

も
晨
々

il
l
rt
る
ー

«

々

の

槪

念

を

^
:
,
ノ 

一
'き
出
す
に
浼
つ
ぃ
た

"
：然
ら
ば
斯
の
如
き
、、、
ル
の
生
張
は
::
; 

资
當
で
あ
り
や
否
や
。
ミ

ルは
，：！：！

說

を

確

證

す

る

た

め
 

に
T
當
時
ー
般
に
.是I

t

せ
ら
れ
て
®
た
經
濟
學
の
定
義 

を
考
究
し
た
の
で
め
る
。

眞
先
に
ミ
ル
の
榆
王
に
擧O

た
の
は
、

.

「

經
濟
襻
を
は
、如
何
な
る
方
法
を
以
て
す
れ
ば 

一
S
 

を
裕
福
な
ら
し
め
得
る
か
を
敎
4

る
の
を
職
分v

j

す
る 

科
•

で
あ
る」

.V

云
ふ
定
義
で
あ
る
。：
彼
；に
從

へ
ば
經
濟
學
の
權
成 

_耍
素
を
斯
の
如
ぐ
見
る
の
は
、成
样
度
迄
.ァ
ダ
ム
-
ス
ミ 

ス
が
.彼
の
大
著
阈
窗
論
に
與
へ
|た
艱
0

€
排
列
€
に
肋 

_

ら
れ
た
の
で
)̂

る
：
。
；
右

の

淀

義

は

、

.'
:
鏘

濟

學

の

本 

質
ミ
對
象
ど
に
關
し
て
通
俗
の
見
解
を
述
べ
て
居
る
ご 

.

i
k

ふ
點
ょ
h

a
れ
ば
、
中
A
f'
雜
も
遠
か
ら
f
'
て
ぅ 

部
類
に
屬
す
る
ヒ
云
へ
や
，■フ
。

:\
:

併
し
若
し
も
、:'
色

々

の

言

葉

の

.或

確

足

的

形

式

に

於 

て
は
見
出
さ
れ
な
い
が
、
其
主
題
を
意
哝
す
る
樣
々
の 

流
行
樣
式
か
ら
の
汕
象
過
程
に
^
て
都
め
て
到
達
せ
ら 

れ
る
所
の
も
の
を
、

〗

定
義
ビ
呼
び
#

る
な
ら
ば
，
夫
れ 

:

は
、

g
K
s
c
i
e
n
c
e
)

ヒ
術

(
a
r
t)

.匕
の
丨
密
接
に
關
係
す 

れV」

も
ー
根
本
的
に
相
達
せ
る
«
念
を
混
同
す
る

も
の
. 

で
あ
る
ご
云
.
ふ
決
®

的

抗

議

に

徵

遇

-す
る
の
を
免

れ

難

い
や
ぅ
で
あ
る
-
' 

:
是
れ
は
右
の
定
義
に
加
へ
ら
れ
る
^
 

難
で
あ
る
。
抑
も
學
せ
術
ど
の
二
觀
念
が
夫
々
別
興
の
ぃ 

も
の
で
あ
る
こ
ど
は
、
'^
か
も
|^
[4(cnderstand.mgo 

，が
意
'恐

(
W
i
l
l
y

ど
巍
な
り
、
又
文
法
.に
於
て
直
後
法
：
 

が
命
令
.法v

異
な
る
^
ぅ
な
も
の
で
あ
る
.0
一
 

は
，事
赏 

"(facts)

に
關
係
し
、
他
は
敎
戒(

I
c
e
p
t
s
)

に
關
係
す 

る
'0
學
は
各
|®
の
眞
理.

(
t
r
u
t
h
s
)

0'
集
则
で
ぁ
る
、か
、 

術
は
各
種
の
^

則(
s
i
e
s
)

換
言
；せ
ば
行
爲
に
對
す
る
#
 

種
の
命
令(CHrstlons 

fcr 

c
o
n
d
u
c
t
)

の
集
||
1
で
あ 

る

.0
即
ち
學
の
用
語
は
、「

楚
れ
‘ば
然
り」

、v「

是
は
然
ら
：，
 

す
、
又
a

「

是
は
發
生
す
し
、「

楚
は
發
生
せ
す」

ビ
云

ふ
の
で
あ
る
が
、
術
の
]|
1

語
は
、「

嚴
を
な
せ」

"「

彼
れ

;
 

o
 

o
 

を

避
. »

よJ

も
沄
ふ
の
で
あ
る

o

學
は
或
現
象

(
p

h
e

p
-

o
m
e
n
o
n
)

を|
g

め
て
、.
之
に
關
す
る
法
則o

a
w
)

の
發

見
に
努
め
る
の
で
あ
る
が
、
術
ぼ
或
は
；1
1
1的(

3
ユ)

^.
志

し
て
、
之
を
遂
行
す
可
き
_

手
段(

m
e
a
n
s)

を
探
來
す

る
の
で
あ
る
。

m
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